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通知カード（表） （裏）

　

平
成
27
年
10
月
５
日
よ
り
「
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
」（
番
号
法
）
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
12
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
と

「
氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日
・
性

別
」
が
記
載
さ
れ
た
『
通
知
カ
ー

ド
』
が
、
簡
易
書
留
に
て
送
付
さ

れ
ま
し
た
。
今
後
、
行
政
機
関
の

窓
口
な
ど
で
提
示
を
求
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
く
さ

な
い
よ
う
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

　

不
在
等
で
受
け
取
れ
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
市
役
所
へ
返
戻
と

な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
受
け
取
り
方
法
な
ど
に
つ
い

て
市
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

平
成
28
年
１
月
以
降
に
は
、
申

請
に
よ
り
、『
個
人
番
号
カ
ー
ド
』

が
交
付
さ
れ
ま
す
。『
個
人
番
号

カ
ー
ド
』
の
交
付
を
申
請
さ
れ
た

方
へ
は
、
カ
ー
ド
の
準
備
が
で
き

た
こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る
「
交
付

通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

【
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

に
は
】

　

①
「
交
付
通
知
書
」
②
「
通
知

カ
ー
ド
」
③
運
転
免
許
証
な
ど
の

本
人
確
認
書
類
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、受
け
取
り
の
際
に
は
、

暗
証
番
号
の
設
定
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、『
個
人
番
号
カ
ー
ド
』

の
交
付
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
来
庁
時
間
な
ど
の
ご

連
絡
を
市
民
課
へ
お
願
い
し
ま

す
。

【
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
つ
い
て
】

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
カ
ー

ド
に
搭
載
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に

は
、
本
人
の
氏
名
、
住
所
、
生
年

月
日
、
性
別
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、

顔
写
真
な
ど
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

◆「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度（
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
）」の
詳
細

　

内
閣
官
房
「
社
会
保
障
・
税

番
号
制
度
」http//w

w
w
.

cas.go.jp/jp/seisaku/
bangoseido/

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
法
人
番
号
に

つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

　

☎
０
５
７
０
⒇
０
１
７
８
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
お
問
い
合
わ
せ

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
：
全
国
共
通

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

◆
個
人
番
号
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー

ド
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ

☎
０
５
７
０
（
７
８
３
）
５
７

８
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
：
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー『
通
知
カ
ー
ド
』は

届
い
て
い
ま
す
か
？

『
個
人
番
号
カ
ー
ド
』の

交
付
を
申
請
さ
れ
た
方
へ

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
民
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
２
、5
⒇
１
６
０
０
へ
。

『個人番号カード』イメージ


